
～ 商工会はメリットの宝庫  ～

< 相 談 >
１ 経営指導員等による窓口・巡回相談指導を行っています

　　２ 無担保・無保証人・低利のマル経融資を斡旋します

　　３ 経営安定（倒産防止）特別相談が受けられます

  　４ 青色申告の記帳指導・記帳相談が受けられます

　　５ 弁護士・中小企業診断士・税理士など専門家による相談が受けられます

　　６ 企業診断を通した経営支援が受けられます

< 研修会・講習会 >
７ 研修会・講演会に参加できます

　　８ 商工会の会議室等を利用できます

< 代 行 >
９ 経理システムよる記帳代行が利用できます

10 労働保険の事務代行が受けられます

< 創業・経営革新・海外展開 >
11 新規創業の支援を受けられます

12 経営革新計画作成の支援を受けられます

13 海外展開の支援を受けられます

< ビジネス機会の拡大 >
14 異業種交流で情報交換が図れます

15各種販促等のイベントや商談会に参加できます

16 特産品を「むらからまちから館」で展示即売ができます

< 部会等の活動に参加 >
17 青年部活動に参加できます

18 女性部活動に参加できます

19 業種別の部会活動に参加できます

< 情 報 >
20 商工会は行政・関連団体情報の宝庫です

< 福利厚生 >
21 福利厚生事業（健康診断等）を行っています

22 事業所の従業員表彰を行っています

< 共 済 >

商工会加入のメリット



23 商工貯蓄・医療・ガン共済の加入で大きな安心を得られます

24 事業主の退職金制度に加入できます

25 退職金共済制度（中退金、特退共）に加入できます

26 火災共済の加入で事業資産が守られます

27 ＰＬ保険に格安で加入できます

28 業務災害保険に加入できます

29 ビジネス総合保険にて事業の様々なリスクに備えられます

30 海外知財訴訟費用保険に加入できます

31 生命傷害共済に加入できます

32 年会費無料の商工会カード・法人カード（クレジット）が利用できます

< 国・県・市町村に意見具申 >
33 商工業者を代表して行政庁等に意見具申を行います



１【経営指導員等による窓口・巡回相談指導】

　　商工会には、経営指導員・補助員・記帳専任職員等が配置され、

事業者の方々からの金融・税務・経理・経営・労務・取引等に関する

相談に応じています。

　　なお、相談の内容については守秘義務がありますので、他に洩れ

ることはありませんので安心してご相談ください。　

２【無担保・無保証人・低利のマル経融資（経営改善貸付）・金融相

談】

　　商工会の経営指導を6ヶ月以上受けている小規模事業者の方は、日

本政策金融公庫の「マル経融資」（経営改善貸付：無担保・無保証人

貸付）の推薦が受けられます。融資額は2,000万円以内、返済期間は

運転資金：7年以内（据置期間１年以内を含む）、設備資金：10年以

内（据置期間２年以内を含む）です。

　　また、日本政策金融公庫による金融相談を実施しています。

  　詳しくは商工会におたずねください。

３【経営安定特別相談】

　　取引先が倒産した。仕事の受注量が減った。赤字が解消されない

こんな悩みをお持ちの方は埼玉県商工会連合会の経営安定相談が受け

られます。相談には、弁護士、公認会計士等の専門家が対応いたしま

す。相談の費用は無料、相談された方の秘密は厳守されますので、経

営に行き詰まったとき、一人で迷わず相談してください。

　　他にそうした時のために国の倒産防止共済制度もあります。

４【青色申告の記帳指導・申告相談】

　　毎年、所得税申告の期間中に青色申告者を対象とした青色申告決

算相談会を開催しています。相談会では税理士による個別相談も無料

で受けられます。

　　また、商工会には経営指導員、記帳専任職員等が配置されていま

すので、記帳指導を受けることができます。

５【専門家への相談】

　　商工会では、経営に関するあらゆる相談に対応するため弁護士、

中小企業診断士、税理士などによる相談を無料で受けることができま

す。もっと事業を拡大したい、取引先とのトラブル、従業員の雇用問

題、経営継続の不安など、経営の事なら一人で悩まず、まず商工会へ



相談してみてください。

６【企業診断】

　　企業は創業してから半永久的に継続していくものです。しかし、

企業も人と同じで、病気（経営不振）や死亡（倒産・廃業）すること

もあります。人間も企業も病気には早期発見・早期治療が一番です。

商工会では当初無料で企業診断を行います（その後の診断料は、相談

内容に応じて）。病気にかからないように、また悪化しないうちに企

業診断を受け企業の健康を保ちましょう。

７【研修会・講演会への参加】

　　商工会では、経営に役立つ研修会・講演会（パソコン研修、簿記

研修、各種技能講習など）を実施しています。情報化社会の進展に伴

い、経営手法はめまぐるしく変化しており、効率的な経営方法を習得

するために商工会の研修会・講演会に参加しましょう。

　　参加費は原則無料ですが、内容に応じて有料の場合もあります。

８【会議室等の利用】

　　事業者の皆様が展示会を催すとか、会議を行う場合、事業所の施

設では間に合わない場合があります。そんなときは商工会の施設を利

用することができます。

９【記帳代行】

　　商工会の記帳機械化システムは、事業所における日々の取引を記

帳して商工会へ提出するだけで、月々の総勘定元帳・合計残高試算

表・決算書・貸借対照表など経営に必要な資料をコンピュータで作成

いたします。事業所の経理事務が軽減され、とても便利です。秘密保

持も万全です。代行手数料については、商工会までおたずねください

10【労働保険の事務代行】

　　労働保険は、労働者災害補償保険と雇用保険を総称した保険のこ

とです。労働者（パート等含む）を一人でも雇えば労働保険に加入し

なければなりません。

　　商工会は厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。事

業主の委託を受けて事務を行いますので、商工会へ事務委託しておけ

ば保険料の申告等、事務の手間が省けます。代行手数料については、

商工会までおたずねください。



11【新規創業支援】

　　商工会では、創業を支援するための講習会や創業相談に応じてい

ます。創業を考えているが資金が少し不足しているので融資を受けた

い、取引を開始するがトラブルに巻き込まれないためにはどうしたら

いいか、許認可が必要な業種とは、会社の設立に必要な手続きなど創

業に関する相談を受け付けています。

12【経営革新計画の作成支援】

　　経営革新に挑戦する中小企業の皆様をサポートするため、「中小

企業の新たな事業活動の促進に関する法律」による経営革新計画の作

成及び承認の取得を支援します。

13【各種補助金の活用】

　　国や県、各市町村が実施している補助金制度は中小・小規模事業

者の皆様が活動する様々な分野について設けられています。

商工会では、事業者の皆様の経営力強化・生産性向上、持続的発展に

向けた取り組みを事業計画書の策定支援によって応援しています。

14【海外展開を支援】

　　埼玉県では、企業の海外展開や情報収集の利便を図るため、事務

所を開設しています。外国企業との業務提携や投資調査など幅広い活

動を行っています。

　商工会でも各種支援機関などと連携して企業の海外展開を支援し

ます。

15【販売促進支援】

　　商工会では、IT専門家によるHPやSNS等のインターネットを活用し

たWEBマーケティング支援や、デザイナーによるチラシ、ショップ

カード等の作成支援を通じて事業者の皆様の売上アップをお手伝いし

ます。

16【異業種交流による情報交換】

　　商工会は、あらゆる業種の方が会員になっています。商工会の講

習会や会合等に積極的に参加することで、経営に役立つ情報交換が行

え、会員同士による受発注の機会や新たなビジネスチャンスが生まれ

ます。商工会のスケールメリットを活かして会員相互の交流を広げビ



ジネス拡大を図りましょう。

17【各種イベントへの参加】

　　毎年、秋に開催される「志木市民まつり」。商工会ではこのイベ

ント会場の中で会員事業所の「出店」コーナーを開設し、会員事業の

ＰＲを行っています。また、販路拡大を図るための商談会等に参加す

ることができます。

18【特産品の展示販売】

　　全国商工会連合会が運営する有楽町の「むらからまちから館」に

おいて、会員が製造・加工した商品等を展示ＰＲし、販売することが

できます。

19【青年部活動への参加】

　　45才以下の経営者や後継者で青年部を組織しています。目的は、

企業又は事業所、地域リーダーの後継者育成です。経営に関する勉強

会や、社会福祉活動、地域振興のためのイベント事業も行っています

同世代の仲間との交流や各種事業を経験する過程で自分を磨き、後継

者にふさわしい知識や人格を修得するチャンスです。あなたも青年部

に参加してみませんか。

20【女性部活動への参加】

　　商工会では女性部を組織しています。女性としてのきめ細かい感

覚で経営に参画したり、経営に必要な知識を身につけたり、地域社会

での福祉活動を行ったりしています。また、視察研修などの催しは女

性同士の貴重なコミュニケーションの場となっています。

21【部会活動への参加】

　　商工会では、業種や目的を同じくする会員によって構成される部

会を設置して、様々な事業やイベントを実施しています。一企業では

できないことも、多くの企業が集まれば大きな事業も可能となります

また、各部会毎の講習会や視察研修事業などにも参加できます。

22【最新の情報を提供】

　　商工会には、商工業の関連団体から経営に関する最新情報が送ら

れてくる他、国、県、市町村などの行政からも随時ホットなニュース



が送られてきます。商工会では、情報発信基地として商工会活動をは

じめ経営情報や制度改正等の経営に役立つ情報を商工会報や商工会

ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

23【健康診断等の福利厚生事業】

　　従業員数の少ない事業所では、福利厚生を充実させることが難し

くなっています。商工会では、会員を対象に事業主又は従業員の健康

診断等の福利厚生事業を行っています。

24【事業所の従業員等表彰】

　　商工業の発展に寄与した方や地域の産業に貢献した方、また永年

にわたり勤務し他の模範となる優良従業員の方々を会員事業所からご

推薦いただき、毎年、通常総代会等にて表彰式を行っています。

25【商工貯蓄・医療・ガン共済】（受託機関　埼玉県商工会連合会）

　会員のために商工会独自の事業として、埼玉県商工会連合会が運

営している共済です。

　　商工貯蓄は積立・生命保障（災害による死亡、入院等）融資が

セットになった共済で全国的に実施されております。商工医療は商工

貯蓄に病気入院・病気手術・災害手術・災害通院の保障を拡充した共

済です（但し、積立および融資制度はありません）。ガン共済はガン

の高額治療費の補填を目的にガンによる診断・入院・手術・先進医療

を保障しております。

26【事業主の退職金制度】（受託機関　中小企業基盤整備機構）

　　小規模企業の事業主の方は、事業をやめると収入がなくなります

そこで従業員が２０名以下（商業・サービス業は５名以下）の事業主

に対して国が退職金制度を作っています。税制面で有利な制度ですの

で、加入して退職後の生活に役立てましょう。

27【特定退職金共済制度】（取扱機関　商工会）

　　退職金制度のない企業に優秀な従業員の定着は難しくなっていま

す。この制度に加入すると毎月退職金を積みたてていきますので、小

さな会社でも大企業並に退職金を支給することができます。特定退職

金共済制度の他に国が運営する中小企業退職金共済制度もあります。

28【火災共済】（受託機関　埼玉県火災共済協同組合）



　　埼玉県火災共済協同組合が取扱う火災共済に加入できます。安い

掛金で、事業資産、財産を火災から守りましょう。 ま た、まごころ

共済（自動車事故見舞金共済）も取扱っています。万一に備えて是非

加入しておきましょう。

29【業務災害保険】

（取扱機関　商工会連合会）（受託機関　東京海上日動火災保険・損害保険ジャ

パン）

業務上の事故による「従業員向け災害補償」と、労働事故により従

業員やその遺族等から企業が訴えられた場合の「企業向け使用者賠償

責任補償」、２つの補償がセットされた商工会の業務災害保険です。

経営と従業員をダブルサポートで安心、万一に備えて是非ご加入くだ

さい。

30【商工会のビジネス総合保険】

（取扱機関　商工会連合会）（受託機関　東京海上日動火災保険他３保険会社）

　　事業を取り巻く様々なリスクについて、包括的に保障する保険制

度です。商工会会員の方であれば、国内損保大手4社の総合保障型保

険に、通常保険料より20%～30%程度安く加入することができます。保

険料・保障内容は各保険会社の代理店によって異なりますので、各保

険会社代理店へお問い合わせください。

31【海外知財訴訟費用保険制度】

（取扱機関　全国商工会連合会）（受託機関　東京海上日動火災保険・損害保険

ジャパン）

　　中小企業者等が海外（アジア地区）において知的財産侵害を理由

とする係争への対抗措置を取ることができるようにするため、海外に

おける知的財産訴訟費用を補償する保険です。尚、ご加入対象となる

事業者は、商工会会員事業所で、かつ中小企業基本法で定める中小企

業要件を満たす事業者でなければなりません。

32【生命傷害共済】（受託機関　埼玉県中小企業共済協同組合）

　　埼玉県中小企業共済協同組合が取扱う生命傷害共済に加入できま

す。事業所における福利厚生の充実と安心して働ける職場づくりに、

安い掛金で大きな保障が得られる生命傷害共済をおすすめします。

33【会費のいらない商工会カード】（取扱機関　商工会）



　　クレジットカードは、日常生活を始め、海外旅行や、インター

ネットでのお買物などの時に使用するカードとして普及していますが

商工会カードは、入会金や年会費が無料で、更に「セゾン」カード機

能がプラスされています。また、「商工会ＵＣ法人カード」が導入さ

れ、現金出納が楽になり、経理業務の合理化等のメリットがあります

　　ショッピングの利用金額に応じた永久ポイントがたまり素敵なプ

レゼントと交換できたり、任意でETC機能を付帯することも可能です

　　是非便利な商工会カードをご利用ください。

34【行政庁等への意見具申など】

　　商工会は、地域の商工業者の意見を集約して、国、県、市町村等

へ経営環境等の改善について具申することもできます。つまり、会員

に代って意見や要望を申し出ることができます。また街づくりを始め

商店街づくり、環境、伝統、芸能、祭り等地域の中で広範な役割を果

しています。

　　商工会は、商工業の総合的発達を図りながら、社会一般の福祉の

増進に直接、間接的に貢献しています。


